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体育発表会の講堂開放について 

 

 いつも五条小学校の教育活動推進にご協力いただき、ありがとうございます。 

 さて、先日児童に配付した手紙でお知らせした通り、５月３１日（日）に体育発表会を実施し

ます。昨年度、保護者の方から「午前・午後の部を共に参観するため、昼食場所として講堂を利

用したい」という旨のご要望を複数いただきました。つきましては、以下の通り講堂を開放いた

します。来場された方の多くが気持ちよく参観していただくために、いくつかお願いをさせてい

ただくことになりますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

記 

 

 ８：１０～１１：２０ １１：２０～１２：００ １２：００～１５：２０ 

講堂の使用目的 演技間の待機 昼食 演技間の待機 

利用対象者 午前の部に参観に来ら

れている保護者の方 

午前・午後の部共に参観さ

れる保護者の方で、校内で

の待機を希望される方 

午後の部に参観に来ら

れている保護者の方 

飲食 不可 

（短時間の水分補給のみ可） 

シート上でのみ可 不可 

（短時間の水分補給のみ可） 

シートの利用 利用時のみ可 

（場所取り×） 

必ず敷いて昼食をとる 利用時のみ可 

（場所取り×） 

西門からの出入り 不可 校外へ出る場合のみ可 不可 

 

 ※床面保護の観点から原則講堂内は飲食禁止です。昼食時は必ずシートを敷いていただき、床

面を汚さないようご配慮をお願いします。なお、持ち込みの椅子の利用はご遠慮ください。 

 ※多くの方に講堂を利用していただけるよう、シート等による場所取りはご遠慮ください。 

 ※講堂での昼食後、午後の部の入場が始まるまでは、校内を通って運動場に行くことはできま

せん。午後の部への参加時は、一度西門から校外へ出ていただき、正門から再度入校してく

ださい。その際は、該当学年の保護者証が必要となりますのでご準備ください。（学年付き保

護者証は５月２７日配付予定）なお、午後の部入場後は、校内を通っての移動となります。 

 ※【午前・午後の部共にきょうだいがいる場合のみ】午前の部である１・３・５年生の児童が

下校時に直接講堂に行き、保護者と共に昼食をとることは可能です。ただし、確実に合流で

きるよう、事前にお子さんとしっかりと話し合っておいてください。同様に、２・４・６年

生の児童が午前中にきょうだいの参観をした後、講堂で保護者と昼食をとり、登校すること



も可能です。その場合は、保護者と同様に一度西門から校外へ出ていただき、正門から１

２：００～１２：１５に登校させてください。 

 ※昼食時の西門開放にあたって、PTA 役員の方に協力していただいています。来場された方の

多くが気持ちよく参観していただくために、そして役割を担っていただく方のご負担をでき

るだけ減らすために、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 


